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電子入札システムの導入について

令和３年２月

芳賀町 総務企画部 総務課
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１．背景

◆ 平成１３年４月 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」
・価格と品質が総合的に優れた公共調達の実現
・ダンピング受注の防止等の入札及び契約の一層の適正化に向けた取組

◆ 平成２０年１２月２２日 「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」
（総務省，国土交通省連名通知）
・入札契約適正化法に基づく入札及び契約の一層の適正化に向けた取組みを要請。
・談合等の不正の防止，事務の簡素化や入札に要する費用の縮減，競争に参加しようとする

者の利便性の向上等の観点から，市町村においても可能な限り速やかに電子入札の導入
に努めること。

・電子入札は「電子調達」の機能の一部

◆ 電子入札の導入後は「電子調達」に係る費用対効果の検証や他自治体の導入状況等の調査
を行うほか，関係各課による協議の場を設けながら導入に向けた環境整備を行う必要がある。
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２．電子入札システム導入の目的

（１）公正な入札（談合の抑止力）
設計図書などの配付や質問書及び応答書のやり取りを、各事業者が日常的に利用しているイ
ンターネットを介して簡便かつ適正に行うことで、入札参加者同士が顔を合わせる機会や職員
と業者が接触する機会が減少するため、公正性を高めることができます。

（２）透明性・競争性の促進（談合の抑止力）
電子入札システムにより幅広く工事等の入札情報を開示することで，透明性の確保と事業者の
入札参加の機会が拡大され，競争性が促進されます。

（３）利便性の向上（移動コストなどの削減）
事業者においては，直接役場まで足を運ぶ必要がなく，時間的拘束から開放され、交通費や人
件費などの経費節減が可能となり、利便性が著しく向上されます。

（４）業務の効率化・迅速化（行政サービスの向上）
入札や入札結果・契約内容の公表に関する業務の効率化・迅速化が図ることができます。
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３．電子入札システムの特徴

◆電子入札コアシステム
デファクト・スタンダードであり，栃木県も採用しているJACIC※製を採用します。
このことにより，電子入札システムにおいて，利用者登録業者は芳賀町の電子入札に参加する
ための新たな投資は不要となります。

◆システムの整備
費用対効果の面で有利なＡＳＰ（Application Service Provider）方式のシステムを採用します。

※ JACIC：（財）日本建設情報総合センター
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電子入札ASPシステムイメージ図
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４．電子入札の対象範囲

・予定価格が１３０万円（税込）以上の建設工事に関する入札

・予定価格が５０万円以上の測量、建設コンサルタント等に関する入札

上記以外の入札については現行どおり、紙による入札となります。
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５．電子入札運用スケジュール
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６．電子入札制度について

◆入札情報について
入札公告及び入札経過等の結果について，入札情報公開システムを活用します。
設計図書（設計内訳書，図面等）についても，閲覧可能です。
電子入札，紙入札ともにこちらで公表します。

◆電子入札案件は原則電子で執行します。
ICカード等、環境設定の準備を進めてください。

新規に電子入札を利用される方について、ICカード等、環境設定の準備が間に合わず、入札

執行者がやむを得ないと判断した場合は、紙入札を受け付けます。

なお、紙入札での参加の方法は以下の通りとします。

１ 総務課へ事前連絡の上、紙入札参加届出書を入札日の前日までに総務課へ提出してくだ

さい。（様式は別途公開します。）

２ 入札書及び添付資料を作成し、「（案件名）入札書在中」と記載した封筒に入札書及び添付

資料を封入し入札書受付締切日時までに総務課に持参又は送付してください。

（封筒には件名，会社名等を記入してください。）
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７．システムの入口
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８．お問い合わせ窓口

●電子入札システム，入札情報公開システムの操作方法について
（株）日立システムズ 電子入札総合ヘルプデスク
受付時間：平日9：00～12：00，13：00～17：30
電話番号：0570-021-777
メールアドレス：sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com
対応時間 平日９：００～１２：００ １３：００～１７：３０

（土日祝祭日及び年末年始を除く）

●ＩＣカードの取得，設定について
電子入札コアシステム対応の各認証局

●入札制度及び個別案件について
芳賀町 総務企画部 総務課
電話番号：０２８－６７７－６０１１（直通）
メールアドレス：kanzai@town.tochigi-haga.lg.jp


